
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、20年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項 特になし

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（21年4月1日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円国 41.5 325,521

43.8

千円

577,08198 363,660 60,751 152,670

人

類似団体 43.3

人 件 費

　　　　　　Ｂ

実 質 収 支

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

歳 出 額

　　　　　　Ａ

職員手当

3,510,400

千円 千円 　　　　　千円

期末・勤勉手当

170,617

平 均 年 齢

　　計　　Ｂ

大玉村職員の給与、定員管理及び人事行政の運営状況等について

20年度

892,516

区　　分

20年度 8,579

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料

（参考）

25.4

Ｂ／Ａ

人 件 費 率

19年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

25.7

　　　　　　％

347,200 420,122

391,770

住民基本台帳人口

　　　　　（２０年度末）

職員数

　　　　　　Ａ

人　

大玉村

福島県

区　　分

区　　分

43.3

平均給与月額

362,012

337,700

平均給料月額

321,487

都道府県一人

当たり給与費

類似団体一人

当たり給与費

千円

5,882

一人当たり

給与費 B/A

千円

5,889

千円

7,377

386,600

(H16)
93.7(H16)

92.2

(H16)
93.4

(H21)
96.5

(H21)
93.7

(H21)
94.6

90

95

100

105

大玉村 類似団体平均 全国町村平均

（例）
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　　②技能労務職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、21年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　

（2) 職員の初任給の状況（21年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（21年4月1日現在）

（注）１　村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　 （注）平成18年に8級制から6級制に変更している。（旧給料表の１級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）　

福島県 50.8 363,600 408,000

大玉村

類似団体 49.2

６　　級 特に困難な業務を処理する課長の職務

278,751

平 均 年 齢

５　　級

課長補佐の職務

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

8.00

　　　　　　　　％

155,250

4

職員数

2

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

中　学　卒

区　　分 標準的な職務内容

１　　級

４　　級

175,100

139,800

高　校　卒 146,900

２　　級

主事の職務

主任主事の職務

高　校　卒

福島県

181,800

大玉村

18.00

区　　　　　分

　　　　　　　　％

16.00

142,500

152,600

129,200

大　学　卒

構成比

　　　　　　　　％

4.00

50.00

　　　　　　　　％

4.00

係長の職務

課長の職務

３　　級

　　　　　　　　％

25

2

　　　　　　　　人

9

　　　　　　　　人

8

　　　　　　　　人

平均給与月額平均給料月額区　　分

49.2

294,320

49.7 311,500 350,300

一般行政職

技能労務職

285,548国 322,737

１級
4.0%

１級
0.0%

１級
0.0%

２級
8.0%

２級
14.3%

２級
15.7%

３級
50.0%

３級
46.0%

３級
18.6%

４級
16.0% ４級

12.7%

４級
30.0%

５級
18.0% ５級

20.6%

５級
7.1%

６級
4.0%

６級
6.4%

６級
18.6%

７級
5.7%

８級
4.3%
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平成21年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2) 昇給期間短縮の状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（20年度支給割合） （20年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（21年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、20年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (３) 特殊勤務手当（21年4月1日現在）

千円

　円

　％

3 種類

21年度

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

20年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ａ

26,318

　　　　　　　　　％

職 員 数

感染症予防作業

行路死亡人、変死体処理

　　　　　　　　　％

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度）

福　　島　　県大　　玉　　村

47.50

0.0

左記職員に対する支給単価

1.50

主な支給対象業務

ｱｯﾄﾎｰﾑ勤務 月額10,000円～5,000円

１回550円

1体3,600円

23.50

59.28

59.28

30.55

33.50

23.50

41.34

47.50 59.28

59.2859.28

ｱｯﾄﾎｰﾑに勤務する職員

行路死亡人取扱職員手当

防疫作業職員手当 支給対象業務を行った職員

ｱｯﾄﾎｰﾑおおたま職員手当

0

手当の名称 主な支給対象職員

区　　　　　　　　　　　　分

0.0

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

職 員 数

0.75

59.28

30.55

41.34

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

比　　　　　　　　　　　率

1.502.93

1.58

33.50

2.93

1.58 0.75

１人当たり平均支給額（20年度）

普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

0

　　　　　　　　　人

0

0

全　職　種

1,558 1,776

大玉村 福島県

１人当たり平均支給額（20年度）

120支給実績（20年度決算）

120,000

1.0

支給対象業務を行った職員

手当の種類（手当数）

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置
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 (４) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（５) その他の手当（21年4月1日現在）
.

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（21年4月1日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×48/100 退職時

給料月額×在職月数×29/100 退職時

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

異なる

同じ

16,569,216

内容及び支給単価 との異同

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 20 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 19 年 度 決 算 ）

手　当　名

8,182,454

異なる

配偶者13,500円
その他5,000円

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ）

異なる
課長10％、所長等8％
課長補佐6％

管理職手当

扶養手当

通勤手当 2km以上・2,200円～

借家12,000円～27,000円
自宅2,500円又は3,500円

287,850

215,650

194,750

205,000

住居手当

千円

千円

千円

千円

支 給 実 績 （ 20 年 度 決 算 ）

178

国の制度

23,806

243

17,450

365,100

（20年度決算）

単価

異なる内容 （20年度決算）

議 員

備　　　　考

　　（21年度支給割合）

議 員

副 村 長

副 議 長 3.07

村 長

757,000

期
末
手
当

議 長

議 長

報

酬

副 議 長

村 長

　　（21年度支給割合）

国の制度と

606,000

719,150

587,820

（参考）類似団体における最高／最低額

4,250

198,000

155,000

131,000

337,000

300,000

285,000

410,000787,000

640,000 410,400

村 長

副 村 長

給

料

3.07

支給実績

区分

303,000

227,000

副 村 長

退
職
手
当

区 分 給 料 月 額 等

213,515

78,704

64,210

14,092

3,981

平均支給年額
支給職員１人当たり

単価

10,953
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　 人

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　 人

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（21年4月1日現在）

　

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

小　計 7 7 0

-3

下水道

～

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水道

その他

3

3
1

104

職員数
111 2 7

人

合　　計

区　分

[             116 ］

-1

25

小　計

75

福祉
その他

総務

74

0

人 人

24 10

55歳43歳 47歳

52歳

～ ～

40歳

～

51歳23歳 27歳 31歳 39歳

12 15

人 人 人 人人 人 人 人 人

56歳 60歳

59歳 以上

～
25

未満

～ ～

94 97

101

32歳

35歳

～

20歳 20歳 24歳 28歳

消防部門

普
通
会
計
部
門

計

教育部門

一
般
行
政
部
門

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

～ ～

44歳 48歳

10111 8 0

36歳

0
0

平成21年

23 23

平成20年

2726

職 員 数

-1

3

3

-2

-3

0

0

[             116 ］ [           ］

1 0

20

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

22

計

人

12.1

8.7

11.3

0

5

10

15

20

25

構成比

５年前の構成
比

%
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①平成１７年４月１日～平成３０年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）行財政改革推進計画における定員管理の数値目標（数・率）

７　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）　職員の勤務時間（標準的なもの）

　

（2）年次有給休暇の取得状況（平成21年1月1日～12月31日）

　

（３）休暇制度の概要（平成20年度）

８　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成20年度）

88 -22

平成30年4月1日 純減数 純減率

-20

17:15

休憩時間

12：15～13：00

１週間の勤務時間

４０時間

開始時刻

8:30

総取得日数 対象職員数 平均取得日数

110

88

計画期間

数値目標
始　期 終　期

終了時刻

取得率

28.7

休暇の種類 内容 備考

2,338 672.0 62 8.2

総付与日数

１暦年毎に20日とし、20日を越えない範囲内の残
日数を繰り越すことができる

病気休暇 負傷又は疾病のための休暇　　　90日以内の期間

1年に5日以内

結婚休暇 連続する7日以内

負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日
常生活を営むのに支障がある親族を介護する休暇
連続する6月の期間内において必要と認められる
期間

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇

特別休暇
（主なもの）

7～9月に3日以内

1年に5日以内
※中学校卒業までの子に限る

忌引休暇 続柄、生計関係により7日以内

子の看護休暇

夏季休暇

無給

平 成 17 年 4 月 1 日 平成30年3月31日

介護休暇

職員数 職員数

産前・産後休暇
出産予定日前8週間以内、及び出
産後8週間以内の期間

妻の出産休暇 2日以内

年次有給休暇

平成17年4月1日
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９　職員の服務の状況

１０　職員の研修及び勤務成績評定の状況

（１）　職員研修の実施状況（平成20年度）

(2)  勤務成績の評定　　未実施

１１　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）　健康診断の実施（平成20年度）

（２）　公務災害等の発生状況（平成20年度）

　地方公務員法第30条では、すべての職員は、全体の奉仕者として公益のために勤務し、且
つ、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならないこととされ、この
服務の根本基準を実行するため、次のような義務や制限が課されています。

処分内容 処分者数 処分理由

　分限処分とは、公務能率の維持を目
的に職員になされる処分であり、勤務
成績が良くない場合、心身の故障によ
るものや職に必要な適確性を欠く場合
があります。

分
限
処
分

０人

０人

０人

０人

懲
戒
処
分

免職

降任

休職

降給

失職

免職

減給

戒告

停職

研修名 人数 研修先

管理者研修 1人

ふくしま自治研修センター

０人

０人

０人

　懲戒処分とは、制裁的処分であり、
職員の義務違反に対するものや全体の
奉仕者にふさわしくない非行のあった
場合があります。

０人

０人

命令に従う義務　

内容・区分

（地方公務員法第32条）

違反者

０人

０人

０人

信用失墜行為の禁止 （地方公務員法第33条）

秘密を守る義務 （地方公務員法第34条）

政治的行為の制限 （地方公務員法第36条）

０人

０人

職務に専念する義務 （地方公務員法第35条）

争議行為等の禁止 （地方公務員法第37条） ０人

専門研修 7人

営利企業等の従事制限 （地方公務員法第38条） ０人

吏員研修 4人

対象者 集団検診受診者 人間ドック受診者

104人 42人 37人

区　　　　　　　　　　分 災害件数

内容
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１２　公平委員会の業務の状況（平成20年度）

（１）　勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし

（２）　不利益処分に関する不服申し立ての状況 該当なし

（３）　その他

①　職員団体の登録の状況

ア　　登録職員団体名 自治労大玉村職員労働組合

イ　　変更登録月日とその内容 該当なし

②　管理職員等の範囲の指定の状況 該当なし

　地方公務員法第7条第3項の規定により、村は公平委員会を置くこととされ、本村では、同
法第7条第4項の規定により、公平委員会の事務を福島県人事委員会に委託しています。ま
た、毎年7月末までに福島県人事委員会から前年度の業務の状況の報告を受けることとしてい
ます。

職務遂行中の負傷

公
務
災
害

職務に伴う合理的行為又は準備・後始末中の負傷

出張中の負傷

レクリエーション参加中の負傷

その他の行為中の負傷

通勤災害（通退勤途上中の負傷）

2人

0人

0人

0人

0人

0人
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